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台東区中小企業振興センター交流機能開設準備業務委託 

に係る公募型プロポーザル募集要項 

１ 件 名 

台東区中小企業振興センター交流機能開設準備業務委託 

２ 目 的 

台東区中小企業振興センターのリニューアル（大規模改修）にあたり、公益財団

法人台東区産業振興事業団等が担う中小企業支援機能、台東デザイナーズビレッジ

の創業支援機能に加えて、事業者等の交流を促進する交流機能を整備する。 

 本プロポーザルは、各機能との相互連携や、効率的・効果的な運営を行うための

開設準備業務を遂行するにあたり、令和 10 年度以降の運営に関して、高度な専門的

知識、豊富な経験、実行力ある事業者を募集する。 

３ 業務委託内容 

別紙１「仕様書（令和８年度）」のとおり 

※ただし、プロポーザルにおいて決定した委託事業者が提案する内容を基に区と

協議の上、仕様の内容を決定する。 

４ 契約約款  

区が定める業務委託契約約款を使用する。 

５ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

６ 提案上限額 

12,342,000 円（消費税分及び地方消費税相当額含む。） 

７ 参加資格要件 

（１）本プロポーザルへの参加者（以下、「参加者」という。）は、参加申込書提出時

に、次に掲げる資格要件を満たすものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定す

る者に該当しないこと。 

② 東京都台東区競争入札有資格者指名停止基準（平成１０年２月２０日付９台総

経第１７０号）による指名停止措置を受けていないこと。 
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③ 東京都台東区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年１月２６日付２

３台総経第６４５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てを

した者にあっては、裁判所により更生計画認可の決定を受けていること。 

⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生計画開始の申立てを

した者にあっては、裁判所により再生計画認可の決定を受けていること。 

⑥ 不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されていないこと。 

（２）参加申請時点において参加資格を有する者であっても、契約締結までの間に参

加資格を喪失することになった場合、当該参加者はその時点で失格とする。 

８ スケジュール（予定） 

※ 審査の進捗状況により日程が変更となる場合がある。 

※ 審査結果等についての問合せには応じないものとする。 

９ 現地見学会について 

プロポーザルの参加者向けの現地見学会を実施する。 

 現地見学会への参加を希望する者は、期日までに次の申込先のウェブフォームに

て申込むこと。なお、現地見学会では、公募に関する質問に回答しない。 

① 申込受付期間 

令和８年３月３０日(月)から４月７日(火)正午まで 

内 容 日 程 

募集要項の公表(ホームページ掲載) 令和８年３月３０日（月） 

現地見学会参加申込締切     ４月 ７日（火）正午まで 

現地見学会 ４月 ８日（水） 

質問の提出締切 ４月１０日（金）正午まで 

質問に対する回答    ４月１５日（水）頃 

書類提出締切 ５月１４日（木）正午まで 

１次審査（書類）結果通知 

及び２次審査の詳細通知 

５月下旬 

２次審査 

（プレゼンテーション及びヒアリング） 

６月１８日（木） 

１９日（金） 

最終審査結果通知 ６月下旬 

契約締結 ６月下旬以降 
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② 申込先 

https://logoform.jp/f/yloSA 

③ 現地見学会開催日時／会場 

令和８年４月８日(水) 

中小企業振興センター２階会議室（東京都台東区小島２－９－１０） 

※建物東側、中小企業振興センター入口から入ること。 

１０ 参加申込関係書類及び提案書について 

（１）参加申込関係書類 

参加者は、次の書類を提出すること。なお、参加申込関係書類の提出と同時に、

この募集要項の記載内容に同意したものとする。 

①区における競争入札参加資格を有している者 

(a)参加申込書（様式１）及び事業者概要（様式２） 

(b)東京電子自治体共同運営の物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票（印鑑

証明書の写しも含む） 

②区における競争入札参加資格を有していない者 

上記①(a)の書類のほか、次の書類を提出すること。 

(a)登記簿謄本[正本]（発行後３か月以内のもの） 

(b)財務諸表（直近決算期のもの。貸借対照表及び損益計算書等） 

(c)法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書（直近決算期のもの） 

(d)納税証明書その１法人税（直近年のもの） 

(e)納税証明書その１消費税及び地方消費税（直近決算期のもの） 

   ※(c)から(e)までの書類は、各税目における完納を証明するものに限る。な

お、課税額がない場合は、非課税証明書を提出すること。 

（２）提案書 

 参加者は、次の提案項目について漏れなく記入し作成すること。なお、令和１０

年度以降の運営業務については、別紙２「令和 10 年度 台東区中小企業振興センタ

ー（交流機能施設）業務内容(概要)」を参照すること。 

○提案項目 

①リニューアル後の施設コンセプトについて 

②中小企業支援機能や創業支援機能との連携について 

③交流機能の将来ビジョン及び運営方針について 

④運営体制について（運営に必要なコミュニティマネージャー等の配置計画を

提案すること） 

https://logoform.jp/f/yloSA
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⑤コミュニティマネージャーの役割等について 

⑥提供するプログラムについて 

⑦利用者等の交流促進の具体策 

⑧利用者の利便性向上や利用者を増やす取組みについて 

⑨令和８年度開設準備業務に関する基本的な考え方（業務実施体制も提案する

こと） 

⑩想定される開設までの業務スケジュール 

⑪参考見積書（令和８度）、参考見積書（令和１０年度） 

⑫類似施設の立ち上げ、運営経験等に係る実績 

 

※すべての書類に共通の事項 

・特に指定がある場合を除き、日本語を用いて、日本工業規格Ａ４判用紙又はＡ

３判用紙を使用し、文章は横書きとすること。 

・文字サイズは、１１ポイント以上とする。 

１１ 提出方法等について 

（１）提出方法 

事務局まで郵送（簡易書留に限る。）又は持参すること。ただし、郵送において、

提出期限までに事務局に到着しなかった場合は無効となる。電子メール、ＦＡＸで

の提出は認めない。 

なお、提出期間内でれば、必要書類の不足や誤り等による差し替え等を認める

が、提出期間外における差し替えは一切認めない。 

（２）提出期限 

令和８年５月１４日（木）正午まで 

（３）提出部数 

・参加申込関係書類 正本１部 

・提案書 正本１部、副本 10 部、データ１部 

＜注意事項＞ 

・副本には参加者が特定できる会社名、語句、社章及びロゴマーク等を掲載して

はならない。 

・データは、PDF 形式の電子ファイル（CD-ROM）1 部を提出すること。 

（４）提出先 

  「１７ 事務局」のとおり 
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１２ 公募に関する質問及び回答の方法 

（１）提出方法 

受付期間中に以下申込先のウェブフォームにて提出すること。 

申込先：https://logoform.jp/form/sQhE/kouryu 

・口頭での質問は不可とする。 

・質問の内容によって個別に確認する場合がある。 

（２）受付期間 

令和８年３月３０日（月）から４月１０日（金）正午まで 

（３）回答  

令和８年４月１５日（水）頃 

・質問とその回答の内容について、区ホームページで公表する。 

  ・質問に対する回答は、その内容に応じて本要項及び仕様書の修正とみなす。 

  ・公平な競争を妨げる恐れがあると事務局が判断するときは、質問者のみに回答

する場合もある。 

１３ 審査方法等 

（１）選定委員会 

本件に関する参加者の選定は、台東区中小企業振興センター交流機能及び創業支

援機能開設準備業務委託事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置

して審査を実施し、優先交渉権者を決定する。 

 

（２）審査方法 

①１次審査 

  選定委員会において、書類審査を行い、評価の高い上位４社程度を２次審査に進

出する者として選定する。１次審査の結果については、メールにて参加者すべてに

通知する。１次審査を通過した者については、２次審査の詳細（集合時間等）を併

せて通知する。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることや、ヒアリングを

行う場合がある。 

② ２次審査 

  １次審査を通過した者を対象に、プレゼンテーション及びヒアリング審査を行

い、評価・採点し、２次審査の得点の最も高い参加者を優先交渉権者に選定する。

第二位以下の者は次点の交渉権者として順位を確定する。なお、２次審査得点が同

じ参加者が２者以上ある場合は、委員の多数決により決し、可否同数の場合は委員

長が決する。 



6 

 

 【プレゼンテーションの内容】 

  ・1参加者の持ち時間は 50 分とし、説明を 25 分、質疑応答を 25分とする。 

  ・プレゼンテーション出席者は、４名以内とし、本業務を受託した場合に中心と

なる実務担当者が必ず出席すること。 

・プレゼンテーションの際に用いる資料は、事前に提出した提案書を用いるもの

とする。 

・提案書の範囲内であれば、プロジェクターを利用して説明することも可能とす

る。その場合は、事前に事務局へ連絡をすること。 

   なお、プロジェクター（HDMI ケーブル）及びスクリーンは事務局で用意する

が、パソコン等の機材は参加者が用意すること。 

 

（３）審査基準 

  別紙３「審査基準」のとおり 

 

（４）審査結果 

①審査結果は、各参加者に文書にて通知するとともに、優先交渉権者のみ公表す

る。 

②審査を実施した結果、一定の基準に達した参加者がないときは選定しない場合が

ある。 

③審査経過や審査内容に関する問い合わせには応じない。ただし、東京都台東区情

報公開条例（平成５年３月台東区条例第１号）の規定に基づき、自己の評価結果

に関して情報公開請求があった場合はこの限りではない。 

１４ 契約内容の協議及び契約 

  優先交渉権者と区は、委託業務の内容の詳細及び契約金額を別途協議・調整の

上、契約内容を決定する。その際、提出書類による提案内容を一部変更して契約す

る場合がある。 

  なお、優先交渉権者との契約に至らなかった場合、次点の交渉権者が優先交渉権

者となる。 

１５ 情報公開について 

本プロポーザルの申請以降に、区に提出された書類については、東京都台東区情報

公開条例に基づき情報公開の対象となる。東京都台東区情報公開条例第６条に該当す

る事項以外は公開となるため、あらかじめ了承すること。ただし、事業を営むうえ
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で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非公

開となる場合がある。 

なお、本プロポーザルの優先交渉権者選定前において、決定に影響がでる恐れがあ

る情報については決定後の開示とする。 

１６ その他、留意事項 

（１）提出資料の作成、提出、プレゼンテーション及び本プロポーザルに係る一切の

費用は、参加者が負担する。 

（２）提案は１者につき１案とする。 

（３）提出された書類の著作権は、参加者に帰属する。 

（４）企画提案書の作成に当たり、第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権そ

の他排他的権利の対象となっている方法を使用するときは、当該企画提案書を作

成した者がその費用負担及び使用交渉の一切を行わなければならない。 

（５）提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用しない。

ただし、優先交渉権者に選定された者が作成した企画提案書の書類については、

区が必要と認める場合には、優先交渉権者にあらかじめ通知することにより、そ

の一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるも

のとする。 

（６）提出された書類は、一切返却しない。 

（７）区からの指示がない限り、書類提出期限後の追加の資料提出や差替は認めな

い。 

（８）郵便等の事故、その他いかなる事情により提案された書類が区に届かない場

合、区は一切の責任を負わないものとする。 

（９）参加申込関係書類の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに事務局まで連絡

の上、参加辞退届（様式３）を、郵送又は持参にて提出すること。 

（10）本要項に内容を追加し、又は修正する場合、適宜台東区公式ホームページへ公

表する。 

（11）企画提案にかかる経費は、参加者の負担とする。 

（12）参加申込関係書類等に虚偽の記載等があった場合、または参考見積書の提案額

が提案上限額を超えている場合には、当該申込を無効とする。 

（13）本要項に定めのない事項や疑義が生じた場合については、協議により定める。 

１７ 事務局 

台東区役所 文化産業観光部 産業振興課（台東区役所９階⑤番窓口） 
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住 所：〒１１０－８６１５ 東京都台東区東上野４－５－６ 

ＴＥＬ：０３－５２４６－１２１９ 

メール：sangyo(at)city.taito.tokyo.jp ※（at）は＠に置き換えてください。 

担当者：計画推進担当 金井、酒井 


